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令和２年市議会３月定例会議案 

所 管 番   号 案            件 

土 開 報告第 １号 令和元年度知立市土地開発公社事業計画変更及び補正予

算（第１号） 

土 開 報告第 ２号 令和２年度知立市土地開発公社事業計画及び予算 

生 涯 報告第 ３号 専決処分の報告について（物損事故に関する損害賠償の

額の決定及び和解） 

教 庶 同意第 １号 知立市教育委員会委員の任命について 

企 画 議案第 １号 第６次知立市総合計画の変更について 

子ども 議案第 ２号 第２期知立市子ども・子育て支援事業計画の策定につい

て 

都 計 議案第 ３号 知立市緑の基本計画の策定について 

都 計 議案第 ４号 知立市都市計画マスタープランの策定について 

協 働 議案第 ５号 知立市表彰条例の一部を改正する条例 

企 業 議案第 ６号 知立市工場立地法に基づく準則を定める条例 

総 務 議案第 ７号 知立市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条

例 

総 務 議案第 ８号 知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の

特例を定める条例の一部を改正する条例 

福 祉 議案第 ９号 知立市身体障害者福祉センター条例の一部を改正する条

例 

福 祉 議案第１０号 知立市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条

例 

子ども 議案第１１号 知立市特別保育等の実施に関する条例及び知立市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関す

る条例の一部を改正する条例 

子ども 議案第１２号 知立市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 

国 保 議案第１３号 知立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

市 民 議案第１４号 知立市手数料条例の一部を改正する条例 



市 民 議案第１５号 知立市印鑑条例の一部を改正する条例 

建 築 議案第１６号 知立市改良住宅条例の一部を改正する条例 

建 築 議案第１７号 知立市市営住宅条例の一部を改正する条例 

都 開 議案第１８号 西三河都市計画事業知立駅周辺土地区画整理事業施行規

程の一部を改正する条例 

水道等 議案第１９号 知立市水道事業の設置に関する条例及び知立市下水道事

業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

土 木 議案第２０号 市道路線の廃止及び認定について 

会 計 議案第２１号 指定金融機関の指定について 

 議案第２２号 令和元年度知立市一般会計補正予算（第６号） 

国 保 議案第２３号 令和元年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第４

号） 

長 寿 議案第２４号 令和元年度知立市介護保険特別会計補正予算（第４号）

国 保 議案第２５号 令和元年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号） 

水 道 議案第２６号 令和元年度知立市水道事業会計補正予算（第２号） 

下 水 議案第２７号 令和元年度知立市下水道事業会計補正予算（第３号） 

 議案第２８号 令和２年度知立市一般会計予算 

国  保 議案第２９号 令和２年度知立市国民健康保険特別会計予算 

財 務 議案第３０号 令和２年度知立市土地取得特別会計予算 

長  寿 議案第３１号 令和２年度知立市介護保険特別会計予算 

国  保 議案第３２号 令和２年度知立市後期高齢者医療特別会計予算 

水  道 議案第３３号 令和２年度知立市水道事業会計予算 

下  水 議案第３４号 令和２年度知立市下水道事業会計予算 
 



報告第１号 

 

   令和元年度知立市土地開発公社事業計画変更及び補正予算（第１号） 

 

 知立市土地開発公社の経営状況を説明する書類を、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４３条の３第２項の規定により別紙のとおり報告する。 

 

  令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 



報告第２号 

 

   令和２年度知立市土地開発公社事業計画及び予算 

 

 知立市土地開発公社の経営状況を説明する書類を、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４３条の３第２項の規定により別紙のとおり報告する。 

 

  令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 



報告第３号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、次の

とおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 物損事故に関する損害賠償の額の決定及び和解 

   （専決第１号） 

 

   （専決処分書別紙） 

 

  令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

 





議案第１号 

 

第６次知立市総合計画の変更について 

 

 第６次知立市総合計画を別紙のとおり変更するため、知立市まちづくり基本条例

（平成１７年知立市条例第４号）第１３条第１項の規定に基づき議会の議決を求め

る。 

 

  令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

  提案理由 

 この案を提出するのは、第６次知立市総合計画を変更するため必要があるからで

ある。 



議案第２号 

 

第２期知立市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

 

第２期知立市子ども・子育て支援事業計画を別紙のとおり策定するため、知立市

議会の議決すべき事件を定める条例（平成２５年知立市条例第２９号）第２条の規

定に基づき議会の議決を求める。 

 

令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

提案理由 

この案を提出するのは、第２期知立市子ども・子育て支援事業計画を策定するた

め必要があるからである。 



議案第３号 

 

知立市緑の基本計画の策定について 

 

知立市緑の基本計画を別紙のとおり策定するため、知立市議会の議決すべき事件

を定める条例（平成２５年知立市条例第２９号）第２条の規定に基づき議会の議決

を求める。 

 

  令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

  提案理由 

 この案を提出するのは、知立市緑の基本計画を策定するため必要があるからであ

る。 



議案第４号 

 

知立市都市計画マスタープランの策定について 

 

知立市都市計画マスタープランを別紙のとおり策定するため、知立市議会の議決

すべき事件を定める条例（平成２５年知立市条例第２９号）第２条の規定に基づき

議会の議決を求める。 

 

  令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

  提案理由 

 この案を提出するのは、知立市都市計画マスタープランを策定するため必要があ

るからである。 



議案第５号 

 

知立市表彰条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市表彰条例の一部を改正する条例 

 

知立市表彰条例（昭和４５年知立市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「者」を「もの」に改める。 

第３条各号列記以外の部分中「者」を「もの」に改め、同条第７号中「納税及び

貯蓄」を「納税貯蓄」に改め、同条第８号中「並びに水」を「又は水害」に改め、

同条第１０号中「認められる者」を「なるもの」に改め、同条第１１号中「その

他」の次に「市長が」を、「表彰する」の次に「こと」を加え、「者」を「もの」

に改め、同号を同条第１２号とし、同条第１０号の次に次の１号を加える。 

(11)本市に多額の寄附をしたもの 

第４条第１項第１号中「１２年」を「８年」に改め、同項第２号及び第３号中

「１６年」を「１２年」に改め、同項第４号を同項第５号とし、同項第３号の次に

次の１号を加える。 

(4) 前３号に掲げる者以外の者で、議会が同意し、又は選挙した者として当該同

意又は選挙に係る職に１６年以上在職したもの 

第４条第２項中「第３号」を「第４号」に改める。 

第６条を削る。 

第７条を第６条とする。 

第８条第１号中「禁固」を「禁錮」に改め、同条を第７条とする。 

第９条を第８条とする。 

附 則 

 （施行期日） 



１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の知立市表彰条例（以下「新条例」という。）第４条第

１項第１号から第４号までの規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）の前日に同項第１号から第４号までに掲げる職に在り、かつ、施行日にお

いて引き続きその職に在る者及び施行日以後に同項第１号から第４号までに掲げ

る職に就く者について適用する。 

３ 平成２９年７月２０日前に農業委員の職に在った者についての新条例第４条第

１項第４号の規定の適用については、当該農業委員の職に在った期間を議会が同

意した者であった期間とみなす。 

 

  提案理由 

この案を提出するのは、市政功労者表彰の基準を見直すため必要があるからであ

る。 



議案第６号 

 

   知立市工場立地法に基づく準則を定める条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

知立市工場立地法に基づく準則を定める条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、工場立地法（昭和３４年法律第２４号。以下「法」という。）

第４条の２第１項の規定に基づき、法第４条第１項の規定により公表された準則

に代えて適用すべき準則を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

 （区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合） 

第３条 法第４条の２第１項に規定する区域並びに当該区域における緑地の面積の

敷地面積に対する割合（以下「緑地面積率」という。）及び環境施設の面積の敷

地面積に対する割合（以下「環境施設面積率」という。）は、次の表のとおりと

する。 

区域 緑地面積率 環境施設面積率 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

第８条第１項第１号の準工業地域（以下

「準工業地域」という。） 

１ ０ ０ 分 の １ ０

以上 

１ ０ ０ 分 の １ ５

以上 

都市計画法第８条第１項第１号の工業地

域（以下「工業地域」という。） 

１ ０ ０ 分 の ５ 以

上 

１ ０ ０ 分 の １ ０

以上 

都市計画法第８条第１項第１号の用途地

域の定めのない区域のうち、都市計画法第

１ ０ ０ 分 の ５ 以

上 

１ ０ ０ 分 の １ ０

以上 

 



１８条の２第１項の規定に基づき定めら

れた知立市の都市計画に関する基本的な

方針により産業促進拠点に位置付けられ

ている地域（以下「指定地域」という。） 

  

 （建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合） 

第４条 前条に規定する区域における緑地面積率の算定において、緑地以外の環境

施設以外の施設又は太陽光発電施設と重複する土地及び工場立地法施行規則（昭

和４９年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第１号）第３条に規定

する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積

の１００分の５０の割合を超えて緑地の面積に算入することができない。 

 （敷地が２以上の区域にわたる場合の適用） 

第５条 特定工場の敷地が第３条に規定する区域及び同条に規定する区域以外の区

域（以下「その他の区域」という。）のうち２以上の区域にわたる場合における

この条例の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面

積の敷地面積に対する割合（以下「敷地割合」という。）につき、準工業地域、

工業地域又は指定地域の敷地割合が最も高いときは当該敷地の全部について当該

敷地割合が最も高い区域に係るこの条例の規定を適用し、その他の区域の敷地割

合が最も高いときは当該敷地の全部についてこの条例の規定を適用しない。 

 （他の地方公共団体の長との協議） 

第６条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけ

るこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定

める。 

 （環境施設の配置における周辺の地域への配慮） 

第７条 特定工場における環境施設の配置は、住宅地との隣接部分等の周辺部に、

当該工場の周辺の地域の土地の利用状況等を勘案し、その地域の生活環境の保持

に最も寄与するように行うものとする。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 



 （経過措置） 

２ 昭和４９年６月２８日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行わ

れている特定工場において、生産施設の面積の変更（生産施設の面積の減少を除

く。）が行われるときは、第３条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算

定は、工場立地に関する準則（平成１０年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産

業省、運輸省告示第１号。以下「法準則」という。）備考第１項第２号及び第３

号並びに第３項の規定を準用する。この場合において、法準則備考第１項第２号

中「０．２」とあるのは、工業地域及び指定地域にあっては「０．０５」と、準

工業地域にあっては「０．１」と、同項第３号中「０．２５」とあるのは、工業

地域及び指定地域にあっては「０．１」と、準工業地域にあっては「０．１５」

と、法準則備考第３項第１号中「０．２」とあるのは、工業地域及び指定地域に

あっては「０．０５」と、準工業地域にあっては「０．１」と、同項第２号中「０．

２５」とあるのは、工業地域及び指定地域にあっては「０．１」と、準工業地域

にあっては「０．１５」と読み替えるものとする。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、特定工場における緑地等の設置に関する基準を緩和する

必要があるからである。 

 



議案第７号 

 

   知立市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

   知立市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

 

 知立市固定資産評価審査委員会条例（昭和４５年知立市条例第１９号）の一部を

次のように改正する。 

 第６条第２項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情

報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第３条第１項」を「第６条

第１項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

 この案を提出するのは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律

の一部改正に伴い必要があるからである。 

 



議案第８号 

 

知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例を定め

る条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例を定める条例

の一部を改正する条例 

 

知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例を定める条例（平成

２２年知立市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

本則中「平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで」を「令和２年４月

１日から令和２年１２月２３日まで」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

  提案理由 

 この案を提出するのは、市長の給料月額の特例の期間の延長のため必要があるか

らである。 



議案第９号 

 

知立市身体障害者福祉センター条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市身体障害者福祉センター条例の一部を改正する条例 

 

知立市身体障害者福祉センター条例（昭和５６年知立市条例第１３号）の一部を

次のように改正する。 

第４条中「身体又は精神に」を「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含

む。）その他の心身の機能の」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、知立市身体障害者福祉センターの利用者の資格を明確化

するため必要があるからである。 



議案第１０号 

 

   知立市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

   知立市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

 

 知立市附属機関の設置に関する条例（平成２６年知立市条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

 別表市長の部知立市障害者地域自立支援協議会の項の次に次のように加える。 

知立市地

域福祉計

画策定委

員会 

社会福祉法（昭和２６

年法律第４５号）第１

０７条の規定に基づ

き地域福祉計画の策

定に関し必要な事項

を調査審議すること。

１５

人以

内 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 福祉、医療又は学校教育の関

係者 

(3) 地域団体又は公共的団体を

代表する者 

(4) 関係行政機関の職員 

(5) 市民 

２年

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （知立市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

２ 知立市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４

５年知立市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 

 

 



「 

障害者地域自立支援協議会委員 

」を 

「 

障害者地域自立支援協議会委員 

地域福祉計画策定委員会委員 

」に改

める。 

 

提案理由 

 この案を提出するのは、知立市地域福祉計画策定委員会を設置するため必要があ

るからである。 

 



議案第１１号 

 

知立市特別保育等の実施に関する条例及び知立市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条

例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市特別保育等の実施に関する条例及び知立市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 （知立市特別保育等の実施に関する条例の一部改正） 

第１条 知立市特別保育等の実施に関する条例（昭和６２年知立市条例第５号）の

一部を次のように改正する。 

第１条中「及び病児・病後児保育の実施」を「、病児・病後児保育の実施及び

預かり保育の実施」に改める。 

第２条第２項を削る。 

第７条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。 

（預かり保育の実施） 

第６条 預かり保育の実施は、特別利用保育（法第２８条第１項第２号に規定す

る特別利用保育をいう。）を利用する小学校就学前子どものうち、特別利用保

育の保育時間を超えて保育が必要なものについて、規則で定めるところにより

行うものとする。 

（知立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の

一部改正） 

第２条 知立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条

例（平成２７年知立市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「及び」を「、預かり保育及び」に改める。 



第１３条を第１４条とし、第１０条から第１２条までを１条ずつ繰り下げる。 

第９条中「病児・病後児保育料」の次に「、預かり保育料」を加え、同条を第

１０条とする。 

第８条第１項中「第６条」を「第７条」に改め、同条を第９条とする。 

第７条の次に次の１条を加える。 

（預かり保育料の徴収及び額） 

第８条 市長は、特別保育等実施条例第６条に規定する預かり保育を行ったとき

は、保護者から預かり保育料を徴収する。 

２ 前項に規定する預かり保育料の額は、１時間につき２００円とする。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、特別利用保育を利用する児童に対し預かり保育を実施す

るため必要があるからである。 



議案第１２号 

 

知立市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 

知立市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年知立市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

第９条第３項各号列記以外の部分中「もの」の次に「（速やかに修了することを

予定している者を含む。）」を加える。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、放課後児童健全育成事業の安定した運営を継続するため

必要があるからである。 



議案第１３号 

 

   知立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

知立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

知立市国民健康保険税条例（昭和４５年知立市条例第５５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第２項ただし書及び第２３条中「５８万円」を「６１万円」に改める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の知立市国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以後の年度分の国民

健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、地方税法施行令の一部改正に伴い必要があるからであ

る。 

 



議案第１４号 

 

知立市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

知立市手数料条例の一部を改正する条例 

 

知立市手数料条例（昭和４５年知立市条例第５６号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第３個人番号の通知カードの再交付の項を削る。 

附 則 

 この条例は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の

利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における

情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第１６

号）附則第１条第６号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 

 

 提案理由 

この案を提出するのは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律の一部改正に伴い必要があるからである。 



議案第１５号 

 

知立市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

知立市印鑑条例（昭和５０年知立市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第２号を次のように改める。 

(2) 意思能力を有しない者（前号に掲げる者を除く。） 

第６条中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号とする。 

第１０条第１項中「第７号」を「第６号」に改める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第６条及び第１０条の改正規定

は、令和２年９月１日から施行する。 

２ 改正後の知立市印鑑条例第６条の規定は、令和２年９月１日以後に申請される

印鑑の登録について適用し、同日前に申請された印鑑の登録については、なお従

前の例による。 

 

提案理由 

 この案を提出するのは、成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化を図る等

のため必要があるからである。 

 



議案第１６号 

 

知立市改良住宅条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市改良住宅条例の一部を改正する条例 

 

知立市改良住宅条例（昭和６０年知立市条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 

第８条第１項中「保証人」を「連帯保証人１人と」に改める。 

第１５条第２項中「１０日」を「末日」に改める。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

  提案理由 

この案を提出するのは、保証人の人数の改定等のため必要があるからである。 

 



議案第１７号 

 

知立市市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

知立市市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

知立市市営住宅条例（平成９年知立市条例第４７号）の一部を次のように改正す

る。 

第１１条第１項第１号中「２人」を「１人と」に改め、同条第３項中「保証人」

を「連帯保証人」に改める。 

第１７条第２項中「１０日」を「末日」に改める。 

第４２条第３項中「年５分の割合」を「法定利率」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の知立市

市営住宅条例第４２条第３項に規定する利息については、なお従前の例による。 

 

  提案理由 

 この案を提出するのは、公営住宅法の一部改正等に伴い必要があるからである。 



議案第１８号 

 

西三河都市計画事業知立駅周辺土地区画整理事業施行規程の一部を改

正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫 

 

西三河都市計画事業知立駅周辺土地区画整理事業施行規程の一部を改正する

条例 

 

西三河都市計画事業知立駅周辺土地区画整理事業施行規程（平成１１年知立市条

例第８号）の一部を次のように改正する。 

第２４条第２項中「の日」を「があった日の翌日」に、「年６パーセント」を

「法定利率」に改める。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

この案を提出するのは、土地区画整理法施行令の一部改正に伴い必要があるから

である。 



議案第１９号 

 

知立市水道事業の設置に関する条例及び知立市下水道事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

知立市水道事業の設置に関する条例及び知立市下水道事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例 

 

 （知立市水道事業の設置に関する条例の一部改正） 

第１条 知立市水道事業の設置に関する条例（昭和４５年知立市条例第８７号）の

一部を次のように改正する。 

  第５条中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の２第８項」に改める。 

 （知立市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 知立市下水道事業の設置等に関する条例（平成３０年知立市条例第４３号）

の一部を次のように改正する。 

第５条中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の２第８項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

  提案理由 

この案を提出するのは、地方自治法の一部改正に伴い必要があるからである。 

 



議案第２０号 

 

   市道路線の廃止及び認定について 

 

 市道路線を廃止し、及び認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項及び第１０条第３項において準用する第８条第２項の規定により議会

の議決を求める。 

 

  令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

提案理由 

 この案を提出するのは、新たに道路の整備をするため既認定路線を廃止し、認定

する必要があるからである。 

 

 



廃止路線

整理番号 路　線　名 起　　　点 終　　　点

1114 山町９号線 山町大林 山町四組



市 道 廃 止 路 線

区 間

終 点

起 点

1114 山町９号線



認定路線

整理番号 路　線　名 起　　　点 終　　　点

1269 山町２０号 山町大林 山町大林

1270 山町２１号 山町大林 山町大林

1271 山町２２号 山町大林 山町大林

1272 山町２３号 山町大林 山町大林

1273 山町２４号 山町大林 山町大林

1274 山町２５号 山町大林 山町四組

2362 谷田町７０号線 谷田町宝土 谷田町宝土



1270 山町２１号線

1273 山町２４号線

1271 山町２２号線

1269 山町２０号線

1272 山町２３号線

1274 山町２５号線

市 道 認 定 路 線

起 点

区 間

終 点



市 道 認 定 路 線

起 点

区 間

終 点

2362 谷田町７０号線



議案第２１号 

 

   指定金融機関の指定について 

 

 知立市指定金融機関として下記の者を指定したいので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第１６８条第２項の規定に基づき議会の議決を求める。 

 

  令和２年２月２５日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

記 

 

 岡崎信用金庫 

 

提案理由 

 この案を提出するのは、指定金融機関の指定のため必要があるからである。 

 




